
単品スライド条項の運用

宮崎県環境森林部、農政水産部、県土整備部所管工事において、最近の特定の資材価

格の高騰を踏まえ、宮崎県工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）に基

づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の当面の運用ルールを

定め、本条項を平成２０年６月２５日に発動しましたのでお知らせします。

１ 単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約約款に基づき 「特別な要因により工期内に、

主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当

となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

２ 今回の運用基準について

(1) 条項適用の対象とする資材

鋼材類と燃料油の２資材

特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、工事への大きな影響

が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の２資材を対象としました。

(2) 請負代金額の変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の

変更請求に基づき、対象工事費の１％を超える額を発注者が負担。

宮崎県工事請負契約約款第２５条（単品スライド条項を含む物価水準の変動に

関する対応措置）は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の

契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定

められています。

この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負

代金額の増加分が、対象工事費の１％を超える額を発注者が負担することとしま

した。

(3) 具体的な算定方法など

具体的な算定方法については、参考資料に示すとおりです。



（参考資料）

具体的な算定方法など

① 申請時期、契約変更の時期

工期末の２ヶ月前までに請求 → 工期末に変更契約

（注１）工期の末日が平成２０年６月２５日以降で平成２０年９月３０日以前である工事に

ついての請求は、工期満了前であって、かつ、平成２０年７月３０日までとする。

② 証明書類の提出（必須）

受注者は、実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価 、購入先、搬入・購）

入の時期を証明する書類を発注者に提出する。

（注２）必要な証明書類の提出がなく、確認できない場合には、単品スライド条項の対象

としない。

③ スライド額の算定

【鋼材類】{搬入月の設計単価－設計時点での設計単価}×設計数量×落札率×105/100

＋ 【燃料油】{購入月の設計単価－設計時点での設計単価}×設計数量×落札率×105/100）

－）スライド前の請負代金額の１％相当額

スライド額

注３）鋼材類、燃料油それぞれ個別に変動額を算定し、１％を超える資材のみがスライド（

額の計算対象となる。

注４）受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が（

搬入・購入月の設計単価で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて

計算する。

(参考図)
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